
宍粟市教育委員会規則第２号 

 

 宍粟市通学バス管理運行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成30年３月14日 

 

宍粟市教育長  西 岡 章 寿 

 

   宍粟市通学バス管理運行規則の一部を改正する規則 

 

宍粟市通学バス管理運行規則（平成28年宍粟市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１項中第９号を第10号とし、第２号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次

に次の１号を加える。 

 (２) はりま一宮小学校 一宮町能倉、一宮町福田、一宮町山田、一宮町中坪及び一宮町本谷 

 附則に次の１項を加える。 

 （平成30年度及び平成31年度の特例） 

４ 平成30年度及び平成31年度における使用の範囲については、第２条第１項第２号中「一宮町 

 能倉」とあるのは「一宮町下野田、一宮町上野田、一宮町能倉」とする。 

   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 


